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令和２年度定期監査結果報告書の提出について  

地方自治法第１９９条第４項の規定により、令和２年度定期監査を

実施したので、同条第９項の規定により監査結果に関する報告を提出

する。  

 なお、監査の実施に当たっては、横芝光町監査基準（令和２年２月

２０日制定）に準拠した。  

 



 

 

定 期 監 査 報 告 書 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の種類  

定期監査 

 

２ 監査の実施年月日 

令和２年１０月２８日、２９日、３０日 

 

３ 監査の実施場所 

横芝光町役場 公室 

 

４ 監査の対象 

    令和２年４月１日から令和２年９月３０日までの一般会計予算及び特別会

計予算並びに病院事業会計予算に係る財務に関する事務の執行及び経営に係

る事業の管理について 

 

５ 監査の着眼点 

    財務および事務の執行が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果

を上げるようにし、組織及び運営の合理化に努めているかを監査した。 

 

６ 監査の実施内容 

財務および事務について、あらかじめ提出を求めた関係資料に基づき、財

務及び事務の処理状況等を各担当課長から説明を聴取して実施した。 

 

第２ 監査の結果 

今回の定期監査において、一般会計及び特別会計並びに病院事業会計の財務

に関する事務執行及び経営に係る事業は、おおむね適正に執行または管理され

ているものと認められた。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大によ

る影響で歳入の落ち込みが予想されるなど、行政全般の財政状況はより一層厳

しくなっていくことが予想される。このことから今一度、踏み込んだ経費の削

減及び国・県の交付金を活用した新たな歳入の確保に取り組むよう要望する。 

 

 



 

 

第３ 監査委員の意見 

軽微なものについては監査の過程で指摘したので本報告では省略するが、一

部改善及び検討を要する事項が見受けられたため、以下に所見として述べる。 

 

〇 横芝光町定員適正化計画により職員数の管理が行われているが、災害などを含む

新たな事務事業の発生や成田空港問題等により、業務は複雑化・多様化してきて

いる。業務の負担等を十分考慮しながら、職員の心身の健康にも配慮した人員配

置に努められたい。 

 

〇 上記に関連し、働き方改革の一環として事務の減量化を進める取り組みが必要か

と思われる。職員の担う事務業務の省略化を視野に入れ、費用対効果も勘案しな

がら、事業委託が可能なものについては、民間委託を活用していくことを検討さ

れたい。 

 

〇 随意契約などの契約事務について、おおむね適正に処理されていた。引き続き、

財務規則等を遵守した適正な契約事務の執行に努められたい。 

 

○ 町民税等については、財源の確保と負担の公平性を保つため、滞納者の実状を把

握したうえで効果的な滞納整理を積極的に行い、収入未済額の解消に努められた

い。 

 

〇 令和２年１０月１日より、旅券の申請・発行業務が新たに始まった。新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響を受けてか、申請者数が低水準に留まっているが、町民

サービスの利便性向上に資する業務であることから、周知徹底に努められたい。 

 


